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米国の基礎研究・学術研究基盤における課題と改善への取組―ドイツ及び英国との比較を通して得られる我が国への示唆―

科 学 技 術 動 向　2015年 7・8月号（151号）

　米独英の各国は、いずれも優れた研究大学を擁し、
強固な基礎研究・学術研究基盤を形成していると言

科学技術動向研究

米国の基礎研究・学術研究基盤における
課題と改善への取組
―ドイツ及び英国との比較を通して
得られる我が国への示唆―
遠藤 悟

　米国のいわゆる研究大学については、他の国々の大学をしのぐ優れた研究活動が行われているという
認識が共有されている反面、近年幾つかの課題も指摘されている。本稿においては、指摘された課題の
中でも「A．大学の研究基盤の弱体化」と「B．大学運営に必要な業務の負担の増大」の二つを取り上
げ、ドイツや英国の状況と比較した。前者の課題は、米国連邦政府及び州・地方政府による大学への支
援が近年、不安定性を増していることに起因するもので、特に州立大学の研究活動への影響が懸念され
ている。これに対しドイツ、英国においては政府による大学への支援が米国に比べ調整された形で行わ
れる状況が見られる。また、後者の大学運営に係る業務負担についても様々な課題が指摘されている
が、中でも研究グラントの申請、獲得した資金の管理、研究成果の報告等については研究者に過大な負
担となっているという声が上がっており、解決の方策が探られている。ドイツ、英国においても競争的
研究資金の配分に伴う大学の負担増の問題への検討が進んでいる。これら各国の状況は、競争的な環境
を高めようとする我が国の大学改革の取組に対しても、有益な示唆を与えるものと考えられる。

キーワード：米国，ドイツ，英国，連邦政府予算と州政府予算，大学の業務負担，ドイツ高等教育協約，
　　　　　　REF2014

　概　　要

　米国のいわゆる研究大学については、他の国々の
大学をしのぐ優れた研究活動が行われていること
が広く認識されているが、近年、アカデミックコ
ミュニティー等から幾つかの懸念材料が指摘され
ている。筆者は、科学技術動向 2015 年 5・6 号に

「予算案を通してみる米国の科学技術政策動向―独
英の基本政策文書との比較―」を執筆した1）。この
稿において、米独英の基本政策の比較を行った上で
このことに言及したが、本稿においてはこの懸念材
料を「A．大学の研究基盤の弱体化」と「B．大学
運営に必要な業務の負担の増大」という二つ課題と
して整理し、それぞれについてドイツ、英国との比

較を行うことにより米国の基礎研究・学術研究の
特徴を明らかにすることを試みるとともに、その過
程で得られた我が国における政策形成の参考にな
ると考えられる知見を記す。

米国、ドイツ、英国の大学の特徴2-1
2 米国の大学に対する財政支援の課題

とドイツ及び英国の状況（「A. 大学
の研究基盤の弱体化」に関する検討）

1 はじめに
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　　　主要国における大学の研究資金の負担構造の変化を基に科学技術動向研究センターにて作成

出典：科学技術指標 2014 統計集 表 1-5-3 大学部門の研究開発費の指数の推移を基に科学技術動向研究センターにて作成

図表 1　米独英日の各国における大学部門の研究開発費（2011年）

図表 2　大学部門の研究開発費の指数の推移（2000 年を 100 とした指数）

　科学技術指標 2014 統計集に掲載された、大学部
門の研究開発費の指数の推移を抜粋したものを図

われている。そして、その背景には各国政府による
十分な財政的な学術研究への支援がある。図表 1 に
おいては、米独英の各国及び日本の大学部門の研究
開発費と、政府及び政府以外の負担の内訳を記した。

表 2 に示す2）。この数字を見るとここ 10 年余りの期
間、米国は研究活動の規模を大きく拡大してきたよ
うに見えるが、一方で米国内においては基礎研究・
学術研究への投資は十分ではないとの意見も聞か
れる。
　2000 年以降の米国連邦政府の大学に対する研究
開発支援は、2003 年度には 5 年間継続した国立衛
生研究所（National Institutes of Health：NIH）へ
の予算倍増期間が終了した。そしてこの時期に同時
多発テロ後の国防研究開発予算の増とそれ以外の
予算の停滞、あるいは実質的な削減の傾向が始まっ

米国の研究開発費の伸びと
その背後にある課題2-2



11

米国の基礎研究・学術研究基盤における課題と改善への取組―ドイツ及び英国との比較を通して得られる我が国への示唆―

科 学 技 術 動 向　2015年 7・8月号（151号）

たことにより、連邦政府の研究開発予算の重点は大
きく変化した。2000 年代後半には基礎研究の強化
を含む競争力強化のための政策が推進された。リー
マンショック後は景気後退に対応する形で、一時
的に米国再生・再投資法（American Recovery and 
Reinvestment Act：ARRA）により多額の公的支出
が行われたが、その後は予算管理法に示された財政
規律の確保のため、研究開発予算も厳しい制限が課
せられることとなった。現在は、連邦政府予算の拡
大が期待できる状況となり、大学からは安堵の声も
聞かれるが、このようなここ十数年の連邦政府の研
究開発予算の変化は、大学の財源の大きな不安定要
素をもたらし、長期的観点に立って行われるべき人
材育成を含む基礎研究・学術研究活動の向上の妨
げとなっているという声が多く聞かれる。この問題
については、様々な形で情報が取りまとめられ、ま
た、改善の提言が行われている。NIH の現状につい
ては、NIH の所外研究担当次長（Deputy Director 
for Extramural Research）の Sally Rockey が公開
しているブログ、Rock Talk において研究支援全般
にわたる情報が報告されており、人材育成に関する
話題も多い。また、NIH 以外の機関を含む連邦政府
支援と人材育成を扱った最近の報告書も公開され
ている3）。
　一方、公立大学における州・地方政府との関係に
ついては、例えば国立科学財団（National Science 
Foundation: NSF）に設置された国家科学審議会

（National Science Board: NSB）が 2012 年に「減少
する資金配分と増大する期待：公立研究大学の動
向と課題」と題する報告書を刊行し、州・地方政府
が、公立大学に対する支出を削減し、あるいは増大
する大学の費用に対応する予算配分を行っていな
いことを指摘し、教育・人材育成面における悪影響
に加え、連邦政府による競争的研究資金の間接経費
で賄えない支出における支障などの問題に言及し
ている4）。
　米国における公的資金による大学への支援は、連
邦政府と州・地方政府がそれぞれ独自に、必ずしも
調整されてはいない形で行われる。このことは米国
の大学の多様性や競争性を高める要因になったと
言える反面、財政面での引締めなどの政策が同時に
行われれば、大学に対しより深刻な影響が及ぶ可能
性があるという問題もはらむものと言える。

　ヨーロッパ各国においては、大学への公的資金の

配分の手順は基盤的経費と競争的研究資金の双方
による、いわゆるデュアルサポートシステムが一般
的であるが、双方の資金の比率や評価などを通した
配分の手順などは国により異なる。例えば、ドイツ
においては基盤的経費の配分は州政府の責任とさ
れ、連邦政府は競争的資金を通して大学を支援する
という基本的な枠組みとなっており、外形上は米国
のシステムと類似性が見られる。しかしながら、科
学技術動向の前号（2015 年 5・6 月号）において触
れたとおり、高等教育協約等に基づき大学への支援
は連邦政府と州政府の間で政策の一貫性が担保さ
れている1）。
　州政府による大学への基盤的経費の配分のため
の評価の指標や手順は州により異なるが、一般に教
員数、学生数、学位授与数などを参照することによ
り行われており、比較的安定度は高い。
　ドイツ研究振興協会（Deutsche Forschungs-
gemeinschaft: DFG）により配分される研究資金
は、研究者からの研究提案に対し、学術的観点によ
る評価を通し競争的に配分されるが、州による基盤
的経費と DFG による競争的資金のそれぞれの財源
の位置付けが明白に区分されていることがドイツ
の特徴と言える。
　近年、ドイツの各大学は DFG による競争的研究
資金を含む外部資金の獲得に積極的になっており、
それにより大学の財務内容も変化しつつある5）。し
かし、大学の財源の半分近くを占める州による十分
に安定的な基盤的経費の配分が確保されていると
いう事実は、変化の中にあって大学が自律的に長期
的な基礎研究・学術研究を行う環境が整備されて
いると言うことができる。

　英国においては、高等教育助成会議（Higher 
Education Funding Council）と研究会議（Research 
Council）によるデュアルサポートシステムが採ら
れているが、高等教育助成会議による基盤的経費
の配分においても一部については研究の卓越性に
よる評価が行われている6）。高等教育財政会議が配
分する資金のうち研究関連が占める割合は、例え
ば 2013/14 年度においては 45 億 200 万ポンドの総
配分額のうち、15 億 5,800 万ポンドである。この最
新の評価は、2014 年に実施された REF（Research 
Excellence Framework）2014 であるが、その前
の回は 2008 年に実施された Research Assessment 
Exercise（RAE）であり、6 年の間隔がある（それ

ドイツ政府による大学への
支援の変化2-3

英国の政府による大学への
支援の変化2-4
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以前の RAE についても 4～7 年に一度の間隔で実
施されている）。REF については、それまでの RAE
に対し幾つもの点で新たな取組が見られるが、この
制度の検討は 2006 年の政府発表に始まり、2007 年
から 2010 年にかけての高等教育助成会議による調
査分析に基づく検討結果の報告を経て 2011 年に決
定されたものである7）。このような比較的長い時間
をかけて計画され、また十分な間隔のある評価実施
時期の設定は、大学の長期的視野に立った研究活動
への取組を促すものと考えられる。
　なお、英国の大学においては高等教育助成会議に
より配分される資金の額が近年比較的急激に減少
しているが、これと並行して授業料等による収入が
拡大している8）。このような財源の変化の背景には
授業料を支払う学生に対する資金貸与のための大
規模な財政支出がある。このような政策が持続性を
持つものであるかといった点等は将来の政策検討
の課題であるが、少なくとも大学の側にとっては、
基盤的経費の削減の中で今後も総体として安定的
な財源を確保できるような措置がなされていると
いう点で、政策の一貫性を見ることができる。

　近年、米国においては連邦政府により課せられる
規制や報告等の義務に対応することが、大学の大き
な負担となっているとの声が上がっており、その対

応が検討されている。
　ナショナルアカデミーズは 2012 年に発表した

「研究大学と米国の未来：我々の国家の繁栄と安全
に不可欠な 10 のブレークスルーアクション」報告
書における提言の第一に、「連邦政府は、大学が行
う研究開発及び大学院教育に対し、安定的で効果的
な政策、事業実施及び資金配分を行うこと」が必要
であるとしているが、ここで示された効果的な政策
には不必要な規制による大学の負担の改善も含ま
れている9）。
　また、連邦政府資金を受領する 119 の大学等機
関が参加する Federal Demonstration Partnership

（FDP）は、2012 年に連邦政府資金を受領する研究
代表者（PIs）を対象として連邦政府の規制や要件が
研究活動に与える影響に関する調査を実施し、「2012 
FDP教員業務量調査：研究報告」を発表した。図表3
は、同報告に掲載された教員の勤務時間の統計に基
づき作成したグラフである。これによると 2005 年に
比べ教員の業務負担が過重になっているという問題
が指摘されている10）。
　さらに、NSB は連邦政府による規制や報告義務の
問題に関する「事務負担タスクフォース」を設置し、
意見募集を行った上で、2014 年 3 月に「連邦政府か
ら資金配分される研究にかかる研究者の事務負担の
低減に向けて」報告書を発表したが、そこに示され
た課題には、大学における連邦政府の資金管理、グ
ラント申請における手順及び資金受領後の様々な報
告義務、ヒトを対象とした研究に関連する諸手続や
義務、実験動物に関連する諸手続や義務等が示され
ている11）。これらの連邦政府による大学に対する規
制や義務については、ヒトを対象とした研究に関連
する諸手続等、米国に限らず各国において同様の規
制や義務が課せられるものもあるが、連邦政府の競

出典：FDP 2012 Faculty Workload Survey RESEARCH REPORT Table 4. Comparison of Reported Workload 　　
　　　Distributions in 2005 and 2012 のデータを基に科学技術動向研究センターにて作成

図表 3　米国の大学教員の職務活動時間割合

3 資金配分から見る大学運営に必要な
業務の負担の増大に関する検討

米国における大学運営に必要な
業務の負担の増大の指摘3-1
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争的研究資金の獲得に関連して受け入れた資金の管
理、グラントの獲得に付随する申請書作成や研究成
果報告にかかる業務等、米国において特に顕著に見
られる競争性の高い資金配分システムに関連するも
のも多く含まれている。
　この問題への対応としては、大統領府の管理予算
局（Offi  ce of Management and Budget: OMB）をは
じめとする行政府において、規定の簡素化などの取
組が行われた12）。また、議会でも上院の関係委員会
にタスクフォースが設置され、検討が行われるなど
改善の取組がみられるが、連邦政府資金配分の基本
的な枠組みに関することが含まれているため、改善
までの道のりは遠いと考えられる13）。

　ドイツにおいては、DFG のグラントに間接経費が
措置されるという形で競争的な資金の獲得が大学の
負担の増加要因とならないような配慮がなされてい
る。しかし間接経費が 20% という比率は少なくとも
グラントの獲得が大学全体の教育研究活動を向上さ
せるには不十分である。この比率を 22% に増加させ
ることは 2014 年に高等教育協約において決定され
ているが、更に高率の間接経費が必要とする意見も
見られる14、15）。ただし、この意見においても間接経
費を増額すべきとする根拠は、グラント等の獲得に
付随した新たな負担に対する財源が必要というもの
であり、州による基盤的経費により賄われる研究以
外の教育や事務運営に必要な経費を補うことまで求
めるものではない。

　英国においては REF2014 の実施を計画する際に
業務負担の問題についても検討が行われている。英
国においては、研究会議により配分される競争的研
究資金に間接経費を措置する制度とはなっていな
い。研究会議に研究グラントの申請を行う場合は、
いわゆる間接経費分を含めた経費をフルエコノミッ
クコストとして積算するが、研究会議から配分され
るグラントの額はフルエコノミックコストの 80%
で、残りの 20% については資金を受領する大学等に
おいて措置する必要がある。英国の大学においては、
高等教育財政会議から交付される基盤的経費等の安
定した財務基盤があることがこのような制度による

　米独英の比較を通して得られる知見としては、政
府における政策の協調性や一貫性があると考えられ
る。米国においては、大学側にとって連邦政府によ
る競争的研究資金の配分が不安定な中、州・地方政
府の基盤的経費の支援の低下が懸念される状況が生
じた。また、私立大学においてはリーマンショック
後の景気後退の際に、私立大学の基金収入が大幅に
減少した。現在の状況は改善に向かいつつあるとし
ても、基盤的経費と競争的研究資金の配分が協調的
に行われないという構造的な問題は変わらないと言
える。
　これに対しドイツでは、大学における外部資金獲
得を増加させる取組が行われる中、高等教育協約に
より、連邦政府と州政府が協調的に大学への支援を
拡大させている。
　また、英国においては、高等教育財政会議による
基盤的経費が削減されても、大学が収入を確保する
ための財政的措置が取られることにより、REF2014
による基盤的経費の競争的部分や研究会議による競
争的研究資金の機能が損なわれずに維持できている
と言える。
　このような事例は、我が国において求められてい
る競争的資金の拡充に向けた取組において、基盤的
経費がどのように配分されるべきかといった検討に
有効な示唆を与えるものと考えられる。

資金配分を可能としていると考えられる。
　REF の制度は 2006 年に政府発表が行われた後、
高等教育助成会議で大学における評価資料の作成に
係る業務負担と、高等教育助成会議の評価パネルに
おける業務負担の双方について検討が行われてい
る。大学における評価資料の作成に係る業務負担に
ついては、2010 年に委託先が作成した「REF 研究イ
ンパクト試行的実施による知見のプロジェクト：試
行的な資料提出のフォードバック」報告書において
取りまとめられており、REF の制度に設計に際し参
照されている16）。

ドイツにおける業務負担の問題と
ヨーロッパの大学全般における論議3-2

英国における業務負担の問題と
ヨーロッパの大学全般における論議3-3

米独英の大学との比較を通した
検討の観点4-1

4 米独英の比較検討を通した我が国
の基礎研究・学術研究の向上に
向けた検討の方向性
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　大学運営に必要な業務の負担の増大に関しては、
我が国でも指摘されている教員の研究時間の減少と
いう問題を引き起こす原因となるものである。本稿
では米国の大学における業務負担の増大の問題の背
景の一つに同国に特徴的な競争的な資金配分システ
ムがあると言われている状況を示した。また、ドイツ
及び英国においては競争的な環境が拡大する中で、
グラント等の資金配分に伴い発生する諸業務の増加
に対しそれぞれ異なる取組が行われていることを報

告した。
　我が国においても競争的研究費の改革に関する検
討が進められており、業務負担の問題も取り上げら
れている。我が国の競争的研究資金制度は米独英の
各国の制度と異なるため、これらの国の事例がその
まま我が国の参考となるものではないが、例えば米
国においてはアカデミックコミュニティー、予算担
当官庁、議会など幅広いステークホルダーが関与し
た取組となっていること、また、ドイツや英国にお
いては、基盤的経費との関係において米国とは異な
る取組が行われていることなど、より幅広い視点か
ら参考となる事例は多いと考えられる。
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